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建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の 

徹底について（依頼） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染者数については本県でも高止まりしており、これま

で以上に感染拡大防止対策を進める必要があります。建設業においても、建設業従事者

の感染者数は減少しておらず、特に他府県との往来により感染する事例や体調不良であ

るにもかかわらず現場で作業し続け同僚に感染させてしまう事例など、基本的な感染拡

大防止対策が実施されれば防げたはずの事例が数多く見られます。 

 つきましては、「県民の皆様へのお願い（令和３年８月３１日）」並びに、これまで数

次にわたり依頼してきた「建設現場等における感染拡大防止対策」について、貴団体の

みならず貴団体の会員各位にその旨を改めて周知して頂き、建設業においてこれ以上の

感染防止対策を導入しなければならない事態にならないよう感染拡大防止対策の徹底を

お願いいたします。 

 

記 

 

１．「県民の皆様へのお願い（令和３年８月３１日）」の徹底 

建設業従事者の皆様においては、特に以下の項目についてお願いいたします 

 

 （１）緊急事態措置やまん延防止等重点措置区域への不要不急の外出を控えるととも

に、やむを得ず外出する場合でも、会食や接待を伴った飲食をしない 

 （２）県外への通勤は直行直帰し、会食は控える 

 （３）症状がでれば、通勤を控えて直ちにクリニックを受診、家族に発熱があれば出

勤を控える 

 （４）ワクチン接種を早く予約する 

 （５）ワクチン接種後も引き続きマスク着用等の徹底 

※「県民の皆様へのお願い（令和３年８月３１日）」（全文）については別紙参照 



２．建設現場等における感染拡大防止対策の更なる徹底 

  建設現場等においては、特に以下の項目についてお願いいたします 

 

（１）従来からの基本的な感染拡大防止対策の徹底 

 車両での移動時、屋外での作業時、休憩時、昼食等での飲食店への来訪時等に

おいてもマスク着用 

 アルコール消毒液の設置や不特定多数の者が触れる箇所の定期的な消毒 

 他の作業員との一定の距離の確保や作業場所の換気の励行などによる三密回避 

（２）県外からの建設従事者の往来に関する対応 

 県外から通勤する建設業従事者用の県内での宿泊施設の確保 

（３）三密回避のためのＩＣＴの積極的な活用 

 ＩＣＴや情報共有システム、webカメラによる現場臨場の活用 

 （４）建設現場における「県民の皆様へのお願い（令和３年８月３１日）」の周知 

  

※感染拡大防止対策の詳細については下記技術調査課ホームページでご確認ください。 

   技術調査課ホームページ 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/covid-19/notification.html 

   

【感染拡大防止対策に係る主な通知等一覧】 

① 「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応について」（令和２年４月９日付け技第 04090011号、公第 04090001号） 

② 「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底

について」（令和２年４月２１日付け技第 04210002号） 

③ 「感染拡大防止ガイドライン遵守の徹底等について」（令和２年７月２７日付

け技第 07270003号、公第 07270002号） 

④ 「多人数・長時間での会食等の自粛について」（令和２年８月２０日付け技第

08200004号、公第 08200001号） 

⑤ 「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一層の実施について」（令和３

年５月６日付け技第 05060004号、公第 05060003号） 

⑥ 「公共工事等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の一層の

推進について」（令和３年５月１１日知事記者会見） 

⑦ 「建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の再徹底

について」（令和３年５月２７日付け技第 05270001号、公第 05270001号） 

⑧ 「建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の再徹底

について」（令和３年８月５日付け技第 08050001号、公第 08050001号） 

⑨ 「建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底に

ついて」（令和３年８月１８日付け技第 08180001号、公第 08180002号） 
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